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鳥取市立学校条例（昭和３９年条例第５号）新旧対照表 第３８条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市立学校条例 ○鳥取市立学校条例 

昭和３９年４月１日 昭和３９年４月１日 

鳥取市条例第５号 鳥取市条例第５号 

第１条 ～ 第１９条（略） 第１条 ～ 第１９条（略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

区分 金額 

屋内体育館 １時間につき440円 

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 照明設備を使用する場合は、電気料金の実費に相当する額を徴収す

る。 
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